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第２回計測技術ワーキンググループ議事録 

 

日時： 平成２４年３月８日（木）１５：００～１７：００ 

場所： 柳屋ビル地下１階 A 会議室 

議題： 

（１）前回議事の確認等について 

（２）ナノ粒子の計測のための検討項目について 

（３） その他 

 

出席者 

委員 

遠藤 茂寿  技術研究組合単層ＣＮＴ複合新材料研究開発機構 主任研究員 

村上 雅志 （株）住化分析センター 千葉事業所 グループリーダー（菊地委員代理） 

熊本 正俊  一般社団法人日本化学工業協会 化学品管理部 部長 

平田 一郎  一般社団法人ナノテクノロジービジネス推進協議会 事務局次長 

藤本 俊幸  （独）産業技術総合研究所 計測標準研究部門 副研究部門長 

兼ナノ材料計測科長 

松田耕一郎  一般社団法人日本分析機器工業会環境技術委員会委員長 

（株）堀場製作所 産業活性化推進室 室長 

森  康維  同志社大学理工学部化学システム創成工学科 教授 

山本 和弘  （独）産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門 主任研究員 

鷲尾 一裕  一般社団法人 日本粉体工業技術協会 計装・測定分科会代表幹事 

（株）島津製作所 分析計測事業部応用技術部 

＜欠席＞ 

増田 弘昭  京都大学 名誉教授 

一般社団法人 日本粉体工業技術協会 ISO 対応委員会 委員長 

 

オブザーバー 

内閣府、厚生労働省、環境省、（独）産業技術総合研究所 等 

 

事務局 

経済産業省製造産業局化学物質管理課 

JFE テクノリサーチ株式会社 
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＜配付資料＞ 

資料１     計測技術 WG 委員名簿 

資料２    第１回 WG 議事要旨（案） 

資料３    計測技術ＷＧの検討課題(案） 

資料４    検討項目の抽出と測定法の絞込み（案） 

参考資料１ EC のナノマテリアル定義において粒径分布で個数ベースを採る根拠について 

参考資料２ RIP-oN2 における粒径と粒径分布測定に関する記述 

参考資料３ 「Nanomaterials in REACH」の計測技術 

参考資料４ 超遠心沈降法について 

参考資料５ ナノ粒子計測技術/装置に関する業界意見 

 

議事録 

（１）議事要旨に対して、以下の議論がなされた。 

 

【森座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの資料２に基づいた説明に対しての質問をお受けしたいと思い

ます。何かございますでしょうか。 

【藤本委員】  １点よろしいですか。３ポツのところで、２行目のところ、「定義対応の計測技

術については」というのは、ここの部分は、「安全衛生管理と定義対応の」という、２つ

かかるのではないですか。 

【大塚主幹研究員】  安全衛生管理とＥＵ定義対応とは、別に考えておりますけれども。 

【藤本委員】  いや、前回の議論では、安全衛生管理に必要な計測と、ＥＵ定義対応の計測

に関しては、リスク評価ワーキンググループの議論を受けて行う必要があると、そうい

う形にしないと正確にならないと思いますがという質問ですけれど。 

【大塚主幹研究員】  品質管理を除くという意味合いでございますか。 

【森座長】  いかがでしょう。ここの書いている、我々がリスク評価ワーキンググループに対し

て議論をしていただきたいというのは、多分、人体への影響があるようなものに対して

というような、こういう分け方ではなかったとは思うんですけれども、あいまいもことして

おった部分があって、この３つにしたときに、それをどこまで入れるかということです

ね。 

【大塚主幹研究員】  品質管理については、今はあまり問題がないという。 

【森座長】  品質管理に関しては、問題はないんですね。 

【大塚主幹研究員】  そういう議論は確かにございました。そういう前提で議論を進めており

ました。今回も、その点について、少し議論するような形になっておりますので、またお

願いいたします。 
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【森座長】  どうしましょう。ここの訂正を入れましょうか。どこまで入れるかという問題はある

んですけれども。 

 私の認識としては、人体影響に関しては、どういうような、グラムでくくるのがいいの

か、個数でくくるのがいいのかということは、やはりリスク評価のほうで決めてもらわな

いとというようなお話だったと思いますので、それがこの３つに分けたうちのどこまでを

含むかという問題になると思うんです。今の藤本委員のほうからのご指摘だと、安全

衛生管理も含めたらいいのではないかということだと思います。私もそのほうがいいの

ではないかと思いますので、そのように議事録は訂正するということにさせていただけ

ますでしょうか。 

【大塚主幹研究員】  わかりました。 

 

【森座長】  そのほかございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、前回のワーキンググループで出されました宿題、先ほどご説明がありまし

た２番のナノ粒子のＥＵ定義に関する議論に関係した部分での、事務局に我々がお願

いしていた問題について、ご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

引き続き、参考資料１から４についての説明に対して、以下の質疑があった。 

 

【森座長】  ありがとうございます。 

 それでは、今の参考資料１から４についてのご説明に対して、ご質問をお願いしたいと思い

ます。一遍にすぐには見られないでしょうけれども、気になったところをどうぞ。 

【遠藤委員】  参考資料２のところの１１ページから書いてあるガイダンスの推奨のところで

すけど、この４.１.８４という下の表というのは、これは文書をつくるときに、こういうもの

をどう利用するということなんでしょうか。よくわからないんですが。この表の意味する

ところというか、ＲＥＡＣＨに登録するときに、どういうふうにこの表を使うんでしょうか。 

【大塚主幹研究員】  ガイダンス文書は、例えば、粒度解析が必要な場合には、こういった

方法を使いなさいというのが既に列挙されてございまして、それを、こちらのナノマテリ

アルの場合は、こういったものの方法を使うことを推奨しますと、そういう位置づけでご

ざいます。将来、これはガイダンス文書が改訂されると、従来の方法に、こういったも

のがつけ加わってくるということになると思います。 

 ８４というのは、その前にいろんな測定法が載っているものです。今回は粒径と粒度

分布だけを紹介しております。 

【森座長】  今の質問にも関連するんですが、要するに、光学顕微鏡で測る場合には、こうい

うやり方でやりなさいよということを書いてあると考えていいということですか。 

【大塚主幹研究員】  そういうことですね。ただ、繊維の場合ですと、少なくとも７０本の繊維
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を数えなさいというような、非常に具体的な指示があります。 

【森座長】  そういうことですね。どの方法を採用しなさいということは言っていないけれども

ということですね。 

【大塚主幹研究員】  そうです。 

 （超）遠心沈降法でちょっと言い忘れたんですが、標準ということですと、ＩＳＯの標準

は、概論と吸光度、それからＸ線と、３つもう決まっておりまして。ただ、日本の翻訳ＪＩ

Ｓはございません。そういう状況です。 

 ただいまのことは、資料２の１３ページにＩＳＯの番号が出ております。 

【遠藤委員】  これ、ＩＳＯの１３３１８ですね。 

【大塚主幹研究員】  はい。 

【遠藤委員】  これは、遠心沈降、光とかはＪＩＳになっていますね。ガイダンスも、１と２はなっ

ていて。 

【大塚主幹研究員】  翻訳されていますか。 

【遠藤委員】  はい。 

【大塚主幹研究員】  失礼しました。 

【遠藤委員】  ３は、Ｘ線は多分なっていないと思います。これは超遠心ではなくて。 

【大塚主幹研究員】  普通の？ 

【遠藤委員】  ええ。 

【森座長】  ということですね。超遠心に関しては、まだどこも議論していないと思いますね。

粒子径に関しては。 

【藤本委員】  この表のＴＥＭの部分で、物質と粒径の範囲のところ、これ、０.１～１０ミクロン

と書いてあるのは、これは０.００１の間違いですかね。１２ページの表の。 

【松田委員】  分解能が０.１とか０.２ぐらいにしか。 

【大塚主幹研究員】  おかしいですね。その下に１～５００ナノと特に書いてあるが。 

【森座長】  書いていますから、ひょっとしたら、これ、粒径範囲０.１ナノメーターかわからない

ですね。 

【大塚主幹研究員】  ナノですね。多分、そういうことだと思います。失礼しました。 

【松田委員】  １オングストロームからと言いたいんですね。 

【遠藤委員】  でも、０.１だと、逆に分解能がぎりぎりだと思います。分解能０.１ぐらいですよ

ね。ＴＥＭは。 

【森座長】  だから、１～５００ぐらいがいいよという書き方をしてあるのかもわからないです

ね、これは。 

【藤本委員】  そうかもしれませんね。ミクロンだったら、０を２つ入れるとちょうど１ナノになる

ので、そのくらいかなと思うんです。 

【大塚主幹研究員】  失礼いたしました。確認いたします。 

【松田委員】  これにナノつけたら、１オングストロームになりますね。 
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【藤本委員】  そうですね。 

【遠藤委員】  そうか、下に書いてあるね。 

【大塚主幹研究員】  ただ、ここに対象記号があって、０.１～１０ナノより小さいという形にな

っていますので。 

【松田委員】  ああ、そうか。１００ナノ以下を……。 

【大塚主幹研究員】  ただ、あまり大きいものは。 

【飯塚主幹研究員】  書き方が随分あいまいというか、大小の以上とか以下とかというのが、

普通いう場合ですと、両方ときちんとした数字でこれぐらいというのが書かれると思う

んですけど、片側に不等記号がついたりするのが結構多くて、それがどれぐらいの意

味を持っているのかというのはちょっと読み切れなかったです。 

【森座長】  これは、ＴＥＭの１つ目の段落の真ん中ぐらいのところに、０.２ナノよりよい解像

度云々と書いてありますから、これ、多分、粒子径範囲が０.１ナノからという意味です

ね。 

【大塚主幹研究員】  ＳＥＭのほうには。 

【森座長】  こっちは０.０１マイクロメーターで、これでいいですね。１０ナノメーターからという

ことでいいです。 

【松田委員】  これ、不等より小さいんじゃなくて、ブラケットで囲ってあったんじゃないですか。

そういう言い方をするんだったら。 

【大塚主幹研究員】  そうですね。コピーペーストしているんですけれども、ちょっとこれは確

認させていただきます。 

【松田委員】  ブラケットで囲んであって、ＴＥＭのほうは０.１ナノメーターから１０マイクロメー

ターまで、ＳＥＭのほうは０.０１マイクロメーターから１０マイクロメーターまで、ブラケッ

トで閉じると。 

【大塚主幹研究員】  そうですね、多分、それは。 

【遠藤委員】  あと、レーザー回折／散乱のところが、何も国際規格等を記述していないんで

すが、１３３２０は一応ＩＳＯがありますので。 

【松田委員】  ＩＳＯの１３３２０（２００９）です。 

【森座長】  ２０ページですね。 

【大塚主幹研究員】  わかりました。修正しておきます。 

【松田委員】  ２０ページの第２パラグラフのところです。 

【大塚主幹研究員】  ありがとうございます。 

【森座長】  もちろん、ＪＩＳがありますね。対応ＪＩＳがあるはずですよ。 

【遠藤委員】  まだできていないですけど。 

【森座長】  まだできていない。 

【遠藤委員】  もうできます。 

【松田委員】  ３月にあれですから、もうほとんどできます。 
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【熊本委員】  大塚さん、ちょっと教えてください。 

 このいろんな分析法は、基本的には一次粒子径が測れるということでいいんですよ

ね。最後の遠心沈降法は、これは二次粒子の測定法だと。 

【大塚主幹研究員】  基本的に……。 

【及川化学物質リスク分析官】  その辺は、資料４のほうで、後で出てきますので、そのとき

にまた疑問があれば、ご指摘いただければと思います。 

【森座長】  簡単に申しますと、基本的には二次粒子です。 

【熊本委員】  二次粒子ですね。 

【森座長】  二次粒子です。 

 この話は、また後でも出てくるのかわからないんですけれども、ＥＣの粒子径分布を

個数でというのが、今、これ、いただいたのをざっとしか見ていないのでわからないん

ですけど、もう一つ説得力がないなという気がしておるんですけれどもね。何か、この

あたりの情報をお持ちの方はおられないですか。おられない。 

 どうでしょう、また後で、この参考資料１から４に関しても議論をしていただきたいと思

いますので、今、もし……。 

【松田委員】  でも、先生、これ、質量割合に基づくサイズ分布とすべきではないと書いてい

ますね。 

【森座長】  どこですか。 

【松田委員】  参考資料のＥＣの。 

【森座長】  の、どこですか。 

【松田委員】  括弧して書いてあるところで。数分布を用いなさいというふうに書いてありま

す。 

【森座長】  そうですね。 

【松田委員】  ほかの分布を用いてはいけないと書いています。 

【大塚主幹研究員】  つまり、数分布として、個数濃度に基づいたサイズ分布として表すべき

であり、質量割合に基づくサイズ分布とすべきではないというふうに明確に書いてござ

います。その理由として、括弧にある、（小さな質量割合が最大の粒子数を含む可能

性があるので）という書き方です。 

【松田委員】  それは当たり前のことで。 

【大塚主幹研究員】  そうです。 

【松田委員】  当たり前のことで、ウエートは少ないけど、数はものすごいということで。 

【及川化学物質リスク分析官】  要は、ＥＵの試料は、粒が小さいから、数は多いだろうから、

それをやはりちゃんとカウントしないで。 

【松田委員】  大事にしなさいということですね、これ。 

【及川化学物質リスク分析官】  大事にしなさいということ。ただし、数が多かったら毒性がど

うなるかという点については、ほとんど何も説明がないので、そこはブラックボックスに
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なったままです。したがって、ＥＵの定義において、有害性とか安全性との関係で、な

ぜ個数分布に着目しているかということ自体については、結局、ＥＵの文献の中では

何も情報がないという状況だということです。 

【松田委員】  なるほど。ウエートからいったら、ここに来なかったら、あとの大多数はもう大

きい粒子ですから、全くナノなんてもう関係ないんですね。無視できるぐらい小さい。し

かし、数からいったら、ナノがもう圧倒的大多数であるから。だから、数分布をとりなさ

いということは、数のほうにウエートを置いているけれど、本当のことを言うなら、それ

は小さい粒子がリスクに影響を与えるかどうかというのは、証拠はありませんというこ

とですね。 

【及川化学物質リスク分析官】  その辺については、具体的に議論していないということです

ね。 

【松田委員】  いや、言っていることは、うそはないんですけど。 

【森座長】  やっぱり同じことを言っておられるのは、今の２ページの４のところで、公開討論

で、健康関係の方からの意見でしょうけれども、重量ベースの粒径分布を使用すべき

というのをどうしても出しておられるんですよね。しかし、そう言いながら、やっぱり個

数にしましょうということをおっしゃっているわけですけど。 

 このワーキングで明快な理由がないかということに対しては、あんまり納得はされな

いんではないかとは思うんですけれど、ＥＵは個数でいきましょうということを言ってい

るということですね。 

 どうでしょう。今の参考資料１から４までのご説明に対して、また後でこれも含めた議

論が出てくると思いますので、今、これで、もし特にということでなければ、続けさせて

いただきたいと思います。 

 それでは、これから議題（２）のナノ粒子計測のための検討項目についてということで、

事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。 

 

（２）ナノ粒子計測のための検討項目についての説明に対して、以下の議論がなされた。 

 

【松田委員】  すみません、よろしいですか。 

 今、個別の絞込みに入る前に、基本的な考え方で、ここに出されておるナノマテリア

ル粒径（分布）測定法検討項目の抽出と絞込みと書いていますが、実はこれは、マイ

クロマテリアルまたはミリマテリアル粒径（分布）測定法検討項目の抽出と絞込みであ

って、ナノマテリアルの粒径測定法検討項目の抽出と絞込みとは思えないんです。 

 なぜかというと、ここで使われている論理というのは、もう初めから一次粒子も分散し

ておって、ちゃんとした理想的な粒子が目の前にあるということを前提とした論理です。

この論理経過が。それありきで、どう料理しましょうかというんですが、実はそうではな

くて、そのロジックをナノ粒子に持ってきてあるロジックにそのままシフトしてあるだけで
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すが、そうではなくて、ナノ粒子は、ミクロンとかミリとか、そういう粒子と全く異なって、

凝集しておって、それを分散させるのが大変です。そこに対するメスが入らなかったら、

これは大きな粒子のロジックをどんなにそのまま平行移動したところで全く意味ないん

ですよ。これがもしマイクロマテリアル云々だったら１００％合格です。１００点満点だと

思いますけど、ナノマテリアルだったら、これはもう使いものになりませんよ。ここへ行

く前に、もうこけてしまいます、分散できないから。 

 そこの分散に対する考え方、マテリアルが理想型で、それを料理するんじゃなくて、

ナノマテリアルは特別ですから、それをいかに分散するかというのは、ものすごいエネ

ルギー使わなければならない。それが無視されていて、何も議論されずに、マイクロ粒

子と同じような論理で平行移動しようとしたような、これで絞り込んでも、全く意味がな

いと僕は思いますけど。 

 これがマイクロマテリアルなら、今おっしゃったことは、もう１００点満点です。ミリマテ

リアルでも１００点満点です。でも、ナノマテリアルは違うでしょう。だからここで議論し

ていると思いますけど。皆さんの意見を聞いてください。 

【森座長】  そんなこともあるでしょうけれども、事務局のほうの説明を最後まで聞かせてもら

って、それから議論をしたいと思います。 

【大塚主幹研究員】  松田先生のご意見は十分我々も承知しています。分散しないのは大

変だということは。ただ、そういった液体試料をやるには、ある程度超音波等を使って

分散しながら測定しているのが現状でございまして、その程度で解砕できる、分散す

るものについてやるということですが、多分、大部分、例えば図１で言えば、ＮＯのほう

に入ってしまう、ほとんど大きいものになってしまうというふうに、それは思います。し

かし、現実的にこういう方法しかないだろうということで。 

【松田委員】  これだけで言われたのなら、抜けているんじゃないですかと僕は言いたかった。

これだけ最初におっしゃったから。 

【大塚主幹研究員】  分散の問題が抜けているという意味ですね。 

【松田委員】  そこの大事なところが抜けていて、この議論に入っていったら、間違った解釈

します。 

【森座長】  どうぞ。 

【松田委員】  すみません、もう黙っておきます。 

【森座長】  ちょっとここで先ほどの参考資料５が残っておりまして、その関係で……。 

【及川化学物質リスク分析官】  その前に、資料４につきまして、２つばかり補足させていた

だきますが。 

 まず６ページ以降の表の中では、外注分析の可否という欄が記載がない状況になっ

ておりますけれども、この辺は、粉体工業技術協会さんのほうで受注分析を、いろん

な計測サービスをやっていただける企業さんのほうで実施しておられますので、その

辺の実態との比較で、外注分析の可能なものについては、粉体協会さんのほうとご相
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談しながら内容を埋めていきたいと思います。 

 それと、資料４の中では、技術の絞込みをやりましょうというようなことをうたっている

んですが、それからどうするかということについて、その後で記述しておりまして、具体

的には４ページの３ポツでございますけれども、１つは、このワーキンググループでは、

先ほどの松田委員からのご指摘もございますものですから、それも含めて考慮しなが

ら、表２のような情報をたたき台として、その内容を精査し、目的に即して生産管理や

ユーザーとの商取引に必要な計測のために最善と考えられる技術を選定することとし

てはどうかという、これは提案でございます。 

 この文脈で言っております最善の技術としては、技術を提供する側と技術を利用す

る側の両方から見て有望であることが重要であるというふうに考えております。特に、

技術を提供する側と利用する側の両方から見た有望性につきましては、可能な範囲

で本ワーキンググループで審議していただきたいということとともに、関係の団体等に

おいても、そういう観点からのご検討を進めていただいて、その結果を後日本ワーキ

ンググループにご紹介いただくことによって、最終的なとりまとめに反映させてはどう

かということをご提案申し上げたいと思います。特に後者の、技術を利用する側から

見た有望性に関しては、資料４の１．（１）②に書きましたような幾つかの条件を満たし

ていくことが非常に現実問題として重要だと考えておりますので、そのあたりの、いわ

ゆる利用者のニーズを明確にしていくようなご検討を引き続き関係の産業団体におい

て進めていただければありがたいと考えております。 

 今日おいでいただいております委員の中では、提供する側といたしましては、分析機

器工業会さんほか、サプライサイドの委員の方にお出になっていただいていますし、

ユーザーの立場からもＮＢＣＩさんと日化協さんが、こういった実務としてどういった点

を重視しながら技術を活用していきたいかという点について、いずれどこかの機会でと

りまとめはされるのではないかなと期待しておりますので、この文脈で、後日の議論に

活用させていただけるようなご意見をいただけると大変ありがたいと思っております。 

 そういった検討を含めて絞込みをしながら、実際、絞り込まれた技術がほんとうに実

用性高く使えるかどうかということに関して言えば、（２）に書いてございますように、確

かに、選ばれた技術がほんとうに実用性が高いものであるという状況に持っていくた

めには、ここに例示しましたように、少なくとも計測機器ですとか計測手順の洗練ある

いは高度化、あるいはそれらの標準化、さらには計測機器の校正方法の明確化、ま

た、測定データの処理方法ですとか解釈方法などのガイダンスの作成といったような

附帯する課題が多々あると思いますので、第３回目以降の本ワーキンググループに

おきましては、有望技術の選定の議論を進めながら、残る課題を精査していただいて、

ここに４項目ほど書いてありますような項目で、ほかに追加すべき項目があるかどう

かというようなことですとか、具体的な検討すべき内容の要点のようなあたりについて、

３回目以降のワーキンググループで引き続き検討、煮詰めてまいりたいと考えており
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ます。 

 資料４は、以上申し上げたような全体的な取り組みの出発点ということで議論を進め

ていただければと思います。 

 以上です。 

【森座長】  ありがとうございました。 

 今のお話がございましたように、利用者のニーズというんですか、技術を利用する側

からという取り組みに対しても、既にＮＢＣＩさんのほうが少し始めていられるということ

で、ここにも参考資料５がついております。これは事務局のほうから説明ですか、それ

とも、平田委員のほうからですか。 

 そうしたら、平田委員のほうからお願いいたします。 

【平田委員】  ＮＢＣＩのほうから説明させていただきます。 

 まだ名称がこれでいいかどうかはあるんですが、「ナノ工業計測評価ＷＧ」ということ

で、２月２０日にこの準備会を立ち上げました。設立の目的としましては、ここに簡単に

書いてございますが、ナノ計測の統一あるいは標準化がちょっと進みが遅いという印

象がある。その中で、現在、経産省様をはじめ、厚労省様、環境省様では、おのおの

ナノに関する検討会を開催しております。ちなみに、ＮＢＣＩでは、この各検討会のほう

に委員を出しております。そこで、基準づくりに乗り出す気配が見えておりますが、計

測方法というのがやはり欠かせないということで、ＮＢＣＩではナノテクビジネスを推進

する立場から、各団体、機関と連携しながら、不足している部分を補う活動を行うとい

うことで、今回、こういうワーキンググループを立ち上げました。２０日の準備会では、

企業様のほうが１７社、それから、産総研様、粉技協様、カーボンブラック協会様など

が参加されました。 

 ナノテク事業の内容の分類としては、この円グラフのように、母数はちょっと少ないわ

けですけれども、ナノ材料メーカーさん、それから、ナノ材料のユーザーのほう、それと

計測関係というような分類になっております。 

 この中でアンケートをとりましたが、幾つかこういう興味順位ということでとったんです

けれども、その中では、やはりナノ粒子のサイズ及び粒度分布の測定方法というのが

一番に挙がっております。あと、次には、ナノ粒子・ファイバーの暴露測定方法、これ

は気中ですが、これはどちらかというと厚労省様マターになるんですかね。そういうよ

うな意見が出てまいりました。 

 意見のまとめとしましては、今のように、取り組むべき対象としては、上位２つとして

今の２件が出まして、それから、あと、アンケートとして、測定方法や何かも尋ねたん

ですけれども、当然のことながら、測定という観点では、ＴＥＭとかＳＥＭとかいうことで

計測評価はできているんですが、我々、産業界としましては、やはり求めているのは、

この真ん中辺に書いてございますが、現場管理に使えて、かつ速く簡易的に計測でき

るものというのが必要なわけでございます。それで、例えば、携帯タイプみたいなもの
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ができれば理想ですけれども、そういうのも考えていきたいということであります。 

 ここには書いてございませんが、実際の進め方といたしましては、この意見の中に、

実は、やはり企業間なので、ＮＤＡを結んでもらいたいというような意見もございました

ので、それも考慮しながら進めていきたいと思っております。一番いいのは、既存の中

でうまく絞込みができればよろしいんですけれども、何か少し開発する部分も出てくる

かもしれませんが、そういうものがあってもやっていこうというような腹づもりで進めて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

【森座長】  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。事務局のほうから補足はございませんか。 

 それでは、今のご説明のあった資料３、４について、特に先ほど松田委員から分散を

どうするという話がありましたが、目的のところで書いてございます生産管理、それか

ら、ユーザーとの商取引ということに限定してのナノ粒子のサイズ計測ということにな

りますので、以前よりはかなり明確に絞ってこれていると思います。そのときに、私は

ちょっと気中をやらないのは片手落ちかなとは思うんですけど、それはまた別の議論

として、今日は液中の分散状態のものをということで、工場から出てきたのが液中分

散系のコロイド状物質を対象にということで頭に入れていただいて、どういう測定方法、

ここの資料４のページ３のスキームどおりでいいのか、先ほどあった分散をどうするん

だいという問題がありますけれども、今、現状出てきたものをどう測定するんだというと

ころから議論を始めていきたいと思います。いかがですかね。 

【山本委員】  分散の問題に関してなんですけれども、ナノは凝集しやすいというのは皆さん

ご存じのとおりだと思うんですが、図１の事務局のほうから示されているフロー図に従

うとすれば、ほとんどのナノ粒子は凝集して分散しにくいと。そうすると、今、本検討対

象になっている粒径分布の測定で、分散しやすい材料は、今これから検討しようとして

いる方法で、ナノ粒子であるということは簡単に言えると。凝集していて、大部分の分

散しにくいような粒子というのは、ここでは二次粒子として凝集しているから大きく見え

てしまって、ＮＯというほうに行って、最終的にはほとんどの材料はＴＥＭ、ＳＥＭで一

次粒径を見ていかなければならないのではないかというようなことになるのではない

でしょうか。 

【森座長】  多分そうなると思います。 

【山本委員】  ここで凝集とか、そういうようなことを一生懸命言っていても、最終的にはＴＥＭ、

ＳＥＭで見ていくしかないのではないのか。大部分のナノ粒子は。 

【森座長】  これ、日化協のほうで、ナノ粒子は一体どんなに荷姿で出荷されているかという

ことですけど、あまり液中よりも、乾燥粉体になってしまっているのではないかなと。そ

うすると、やぱり今の話で、分散どうするかと。うまく分散しないと、最終的にここのＴＥ

Ｍ、ＳＥＭまで持っていかないとだめだと。今、これから本資料の検討対象であると書
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いてある、ここで話が済まないということにならないかなという気がしますね。 

【山本委員】  どっちかというと、ＴＥＭ、ＳＥＭまで持っていかずに、ナノ粒子であることを証

明するために、その前段階として、ＢＥＴだとかで、これはナノ粒子ですと。そういう手

順になっているような。 

【森座長】  そうです。 

【遠藤委員】  そういう意味で言うと、ＢＥＴの評価をまず持ってきているわけですね。 

【森座長】  そうです。 

【遠藤委員】  先ほど山本さんが言ったような、大部分の粒子は凝集しているため、幾ら液相

に分散してもそれは難しいからという話になってきたときに、一番初めのフィルターと

いうか、それがＢＥＴでという、フィルターがどこまでかかるかという話ですけれども。Ｂ

ＥＴでどこまで、粒度分布が広いケースに対してフィルターがかけられるのかということ

が、ある程度大きな問題ではないかと思います。分散も確かに重要なんでしょうけれ

ども。 

【熊本委員】  さっきのＢＥＴの話ですけど、大塚さん、ＥＵの定義で見ると、いいか悪いかは

別にして、やっぱり粒径を優先しているんですよね。要するに、５０％あると。ＥＵのデ

フィニションを読んだときに、参考までにしか使っていないように見えたんですけれど。 

【大塚主幹研究員】  たしか定義が３で、４のところで、６０という数字で２に変えることができ

るというふうに書いていたような。 

【熊本委員】  そうだったですかね。 

【大塚主幹研究員】  今ちょっと持ってきていないんですけれども。 

【森座長】  どうでしょうかね。今の話で、遠藤委員のお話にもあったように、多分、ＢＥＴの今

までの測定というのは、幅広いこういう分布のある粉体の比表面積を測ったというの

はあんまりないんじゃないですか。多孔質材料を測るとか。果たしてそれでどうかとい

う信頼性は残るでしょうけれども、原理的には測れるはずだということなんですけれど

も。ちょっとそこはクエスチョンがつきますけれども。ＢＥＴでスクリーニングをかけると

いうことで、そのときにどの程度安全性を見込むかというのが問題になるかという気は

します。 

 というのは、ここ、１立方センチメートル当たり６０平米を超えるというのが、多分、実

際の測定はできない。何グラムをとって何平米だと。密度を仮定するという形になると

思うんです。ほんとうに１００ナノ以下が半分以上、平均径が幾らだということが明快に。

安全サイドにとっているなら別だ。 

【遠藤委員】  ６０平米ということは、０.１ミクロンですよね。球径一律とすれば。 

【森座長】  そうそう。 

【遠藤委員】  それで１００ナノの基準をここで一応。比表面積ですから、多分、調和平均で

すね。調和平均で１００ナノになると。１００ナノ、平均的になるという基準だと思うので、

それが、その粒径分布が変わってどうなるかって、今、全然想像できないんですけれ
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ども、そういうクライテリアになっているんじゃないかなという気はします。 

【森座長】  だから、個数基準に直すときに、調和平均から直すのを掛けないといけないから、

そこの部分とか、それから、完全球形で仮定していますので、これは安全サイドに出ま

すね。でこぼこであれば、大きい粒子でも、もっと比表面積大きくなりますから、安全サ

イドには出るとは思うんですけれども、そこのところをどこまで絞るかというのが問題だ

と。しかし、この事務局から出されているＢＥＴ法による比表面積の測定でスクリーニン

グをかけるというのは、非常に有効だとは思いますけれどもね。 

【藤本委員】  話を戻して恐縮ですけれども。目的のところで、生産管理やユーザーとの商取

引に必要なというのが今回出てきて、キーワードだと思うんですが、この生産管理とい

うのは、インハウスの話を考えているんですか。品質管理に近い概念としての生産管

理と、そういう意味ですかね。それで、その次のユーザーというのは、これはまさか一

般消費者ではないですよね。そうすると、この商取引というのは、ＢｔｏＢのことをおっし

ゃっている。 

 現状でもう粉体、ナノ材料と思われるものは商取引されているわけです。ＢｔｏＢでか

なりの量。現在何をされているんですかね、逆に言うと。どんなことをされているんで

すかというのと、現在ＢｔｏＢで商取引に使われている計測法があるのに、このワーキ

ングで決める意義というのは、今度はどこにあるんでしょうかということですけど。 

【森座長】  私の感想だけですけれども、多分、それはいろんな特性だとか何だとかいうこと

を考えて、対応する代表的な何かの測定方法で商取引をされているんだということで

すね。それが、今度、ＥＣの基準に合致しているかどうかということが問題になったとき

に、ＥＣの基準でやろうとしたら、こういうやり方でやらなくてはならないですよというの

を出すことになるのが、ここだろうと思います。 

【藤本委員】  そうすると、この目的は、生産管理やユーザーとの商取引が必要な云々では

なくて、そこでも使えるＥＣの定義に合致するかどうかを判断するための計測法という

ふうにしないと、目的に合わなくなってしまいます。 

【森座長】  なるほど。私のとらえ方としてはそうですので、今、藤本委員がおっしゃっている、

それが今の目的になるのではないかと思いますね。 

【山本委員】  すると、時間だとかそういうのは、あんまりプライオリティは高くないということ

でいいのか。測定時間だとか。 

【森座長】  いや、それが、今、ここの目的の②（イ）に書いてございますように、いろんな産

業界の規模があるでしょうから、その方々にも対応ができるようなものをという意味で、

コストの問題とか、測定の速度の問題とかいうことは、やっぱり頭に入れてくださいと

いうのが考え方だと思います。 

【熊本委員】  生産管理やユーザーとの商取引ということから言いますと、例えば、ＴＥＭとか

ＳＥＭは非常に高いじゃないですか。ある規模の会社さんだったら、そういうことができ

るけど、例えば、ベンチャーで出ていこうとか、まだ小さいとか、そういうのが多分、今
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のままだったら商業化できないんじゃないかなというふうに、僕は別のナノメーカーで

はないから、そういう気がします。 

【藤本委員】  そういうご意見はよく私も耳にしているところで、確かにＴＥＭとかも高いのか

なとは思うんですけど、現状で商取引をされている粉体のメーカーさんは、ＴＥＭのデ

ータをつけているという話を聞いたことがあるんですね。現状でやられているのであれ

ば、それをＢｔｏＢでやられているところを、ここで入っていく必然性はどこにあるのかと

いうのが先ほどの質問で、森先生のほうから、いや、ＥＵの、ＥＣの定義を満たしてい

るかどうかを確認するためのというのがまず大前提にあるんだと。それはおっしゃると

おりだ、なるほどと思ったんですが。そうなってみると、今度、事務局の示していただい

た図１が非常に重要になるんですけれども、振り出しがもうＴＥＭから入っているんで

すね。ということは、ＴＥＭなしには、もうこれは進められないというふうに判断せざるを

得ないので。 

【山本委員】  振り出しだから、ＳＥＭでも光顕もいいのではないか。 

【藤本委員】  でも、ＳＥＭで見えないものは。光顕で見えないものというのもあるという。 

【森座長】  ここのスクリーニングは、要するに、繊維状かどうかというところであり、何でもい

いし、感覚的にこれは繊維になっているはずだとかいうようなところもあるとは思うんで

す。 

【藤本委員】  ただ、いずれにしても、先ほど熊本委員のおっしゃった、中小さんだと、ＴＥＭ

だとコストが高くて見れないんだとおっしゃっているけれども、繊維状かどうかを確認す

るのにＴＥＭ、ＳＥＭで見なければいけないといったら、どこかに頼まざるを得ない。 

【森座長】  そうです。それは安いでしょう。倍率が少なくて、数を数えるわけではないですか

ら、１枚撮れば、どんなものだというのがある程度……。 

【藤本委員】  それで、逆に私は言おうと思ったのは、初めはそういう意味かなと思ったんで

すけれども、一回測定したのがそのサンプル全体を表しているかどうか、代表性の問

題ですね。それを考えたら、何回どこをやらなくてはいけないというのを決めなくては

いけない。これだけで、この振り出しの部分でもうスタックしてしまうのではないかと思

ったんです。 

【森座長】  なるほど。 

【松田委員】  さっき、文字に忠実に、ナノマテリアルの粒径測定法というので素直に考えれ

ば、このロジックではだめじゃないですかと言ったんですけど、千歩ぐらい譲って、ファ

ーストステップは、先ほどおっしゃったＳＥＭとかＴＥＭでまずサンプリングして測ってお

くと。セカンドとしては、現場にあるサンプルを測るときに、現場にあるものが初めから

ナノである確率は少ないから、凝集しているでしょうから――必ずしもそう言えません

が、そうすると、もう現場にあるのはミクロサンプルであるということを前提としてスクリ

ーニングするというんだったらわかるんですが、そのときに出てきたデータはナノデー

タではないんで、それでもいいんですかね。１粒子じゃない。もう測る時には、凝集して
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いるから。 

【森座長】  いいんです。今、松田委員がおっしゃっているＢＥＴによる測定というのはね。 

【松田委員】  わかります。 

【森座長】  そこで果たして凝集粒子の比表面積がちゃんと測れるのかという問題は残りま

すけれども。 

【松田委員】  それができたとしたら、もうそこでフィルタリングして。 

【森座長】  もうフィルタリングしてということです。ただ、それも、ここの上に書いてある多孔

質粒子かどうかというのは、どうやって測るというような問題もありますけれども、その

あたりは少し大ざっぱに考えると、今のこのスキームでいくだろうということですね。 

 ただ、問題は、多孔質だとか、繊維状だとかというのをどこまで測れているかという

問題になるということですね。今の最初の一次での予備的観察というところで、どれだ

け押さえられるかということだということです。 

【松田委員】  そうすると、目の前にある物質は大きな粒子ですから、マイクロサイズのやつ

を測るわけですから、特別なナノを測る装置なんか要らんのではないですか。もっとは

っきり言うと、何で測るかというと、要するに、品質管理ですよ。メディアン径が動いて

いないかどうか、絶えずつくっているものが再現性があるかどうかを確認するために

やるように見えてくるんですね、これ。ナノを測らないんだったら。 

 これ、本当にナノ粒子を測ろうとしているのか、本当に現場にあるこのマイクロ粒子

を測ろうとしているのか。では、マイクロ粒子を測るのにどんな意味があるのか。それ

は、製造過程で再現性が、粒子径がぶれていないと。一次粒子がばらけているような

ら、二次粒子でももうばらけるのは当たり前ですから、そこを見ることによって、一次粒

子が分散していないと。分散がシャープである、極端ならベータ関数になっている、と

いうようなことを見るためにやるんですかね。そこら辺の立ち位置がわからなくなって

きたんですが。本当にナノを測ろうとしているのか、ミクロンでもいいのか。それは、お

っしゃったＢＥＴはわかります。そこでフィルターをかければ、まず大きな粒子と、最初

にそこでフィルタリングをかけるというのはわかりますけど。この測定の意味は、どこに

本質的に意味があるんですかね。 

【森座長】  どうですか。ちょっと松田委員のおっしゃっていることがわからないんですけど

ね。 

【山本委員】  おそらく藤本委員と言っている根本は同じだと思うんです。それで、今議論し

ているこの計測は何のためにやっているのかというのが、いま一つはっきりしない。そ

れで、森先生のお考えとしては、ＥＵの審査、ＥＵのほうの計測の基準に合うかどうか

を見るため。それが、事務局とか経産省の方とかにも意見を伺いたいんですが、そう

であるならば、そういうことであるということでここで共有して、議論をしていかなけれ

ばいけないんじゃないでしょうか。 

【松田委員】  森先生のおっしゃったＥＵの０から１００ミクロンの間に入っているかどうかとい
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う議論をするんだったら、本当に徹底した分散もやって、ちゃんと見ていかなければい

けないのではないですか。 

【森座長】  いや、そんなことはないです。ＥＵのほうは、凝集体でも一次粒子から構成され

ていると、それをナノ粒子と定義しましょうということです。 

【熊本委員】  そうですよ。 

【松田委員】  一次粒子というのをもう一度。 

【熊本委員】  もちろんご存じだと思うんですが、要するに、ＥＵの定義は、現場で測ったとき

に、二次粒子で凝集していて、それが全部１００ナノメーターより大きいとしても、それ

は一次粒子が含まれていて、そうなったら、それはナノなんです。 

【松田委員】  ナノ粒子ね。 

【熊本委員】  ナノ粒子なんです。ただ、見かけは凝集体で測っているにしても、ナノなんで

す、それは。 

【藤本委員】  それで、話をちょっと戻すと、ＥＣの定義のほうの話を考えると、一次粒子じゃ

ないといけないというふうになっているわけです。そうすると、前回のワーキングでも、

私、申し上げたと思いますし、この参考資料４の一番最後のところ、ドイツの方のヒア

リングのところでも、一次粒子を測るとなるとＴＥＭしかないというふうになっています。

一方、ＴＥＭだとお金がかかり過ぎるというと、これ、解がないんです。 

【森座長】  ＴＥＭまでいくまでの間をできるだけふるい落とそうというだけで、果たしてそれが

どれだけふるい落とせるかは別だと思いますけれども、そういう形になっていると思う

んです。 

【松田委員】  僕は、藤本委員がおっしゃっていることは、そのとおりだと思います。ほんとう

にまじめにちゃんと測ろうとしているのか、現場サイドでのそういう……。 

【森座長】  いやいや、そうじゃないんで、凝集していてもいいんです。凝集していても一次粒

子がナノ粒子だったら、それはもう引っかかるわけです。 

【松田委員】  だから、それを言おうとしたら、ＴＥＭとかＳＥＭで測らなければいけないので。 

【森座長】  今あるのは、１００ナノ以下が入っているか入っていないかわからない粉体だか

ら、１００ナノ以下のものが入っていないかどうかをスクリーニングするための議論を今

しているわけです。 

【及川化学物質リスク分析官】  いや、だから、例えば、計測したいのは、目の前にあるサン

プルが、いわゆるナノ材料なのかどうかを決めたい、そのための計測、そういうことで

す。 

【松田委員】  そうですね。 

【及川化学物質リスク分析官】  それで、目の前にサンプルが１００個あったら、１００サンプ

ル全部ＴＥＭで見ますかということです。１００サンプルの中で、これはやっぱりＴＥＭで

見ないといけないというものが１０とか２０選べるんだったら、８０とか９０のサンプルは、

わざわざＴＥＭをやらなくてもいいのではないかというふるい分けができないかというこ
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とです。 

【松田委員】  すごいな、それは。 

【熊本委員】  この間、ＮＥＤＯのプロジェクトで、分散が非常に難しいんでしょうけど、例えば、

あのプロジェクトを、フラーレンとカーボンナノチューブと酸化チタンでしたか、それはも

のすごいご苦労なさって、分散剤を開発されて、それで分散して、確実に投与するとき

の状態が、一次粒子がナノだということを確認されてやったということを、こんな厚い、

その分散のレポートもおつくりになっていますよね。あれは使えないんですか。例えば、

そういう分散剤を使って、おっしゃるとおり、全部はやらんにしても、抜き打ちでサンプ

リングして、何回かに一回は確認しているというようなことはできないんですか。 

【松田委員】  どうなんでしょうか。 

【森座長】  どうですか、遠藤委員。 

【遠藤委員】  それは、いろいろケースがあって、酸化チタンの場合はこうだとか、多分あると

思いますし。それは１００ナノ以下まで分散――１ナノまで分散しなくても、１００ナノで

いいというぐらいの分散まで持っていくということが、シングルナノの凝集体であっても、

それは可能ですよね。 

 今ここで議論されなければいけないのは、１００ナノ以下にどのくらいの粒子がある

んだということが確認されたとすれば、それはあくまでも凝集体であろうが、一次粒子

であろうが、ナノマテリアルですという判定になるわけです。必ずしも一次粒子まで分

散しなくてもいいよということになるわけです。 

【松田委員】  そうですかね。 

【森座長】  そういうことです。ちょっとだけ気になるのは、ＥＵは、それでは分布は求められ

ないんですねということなんです。分布は求められなくて、ナノ粒子という定義、１００ナ

ノ以下が個数で５０％を超えているんだと。それをどう定義するか別で、どう測るかは

別にして、ＢＥＴで測ればそこそこ出ると、それはいいと思うんです。ＮＯになった、要す

るに、これは大きい粒子だと出た場合に、それをもう一回スクリーニングをしないとい

けない。ほんとうに小さいものがないかどうかということを。そこに使う測定原理、測定

器としては何があるかということを、今ここでやらないといけない。それで、どうもこれ

はそうでもないけどもと。いよいよそれでもだめだ、わからないということになったとき

に、ＳＥＭ、ＴＥＭを使わないといかんという議論ですよね。そこへいくまでのスクリーニ

ングを、今、及川先生がおっしゃったように、１００あるうちの１０個かそこまでいかない

ようになってほしいと。何個か分は、それまでにスクリーニングがかかる。みんなこれ

はナノ粒子ですとどこかの時点で言えたら、ＳＥＭ、ＴＥＭまでいかないということにな

るわけです。 

【松田委員】  では、ナノでないということを言わないといけないわけですね。 

【森座長】  ナノであるということが簡単に言えてしまえば、もうそれはものすごく簡単だとい

うことなんです。 
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【松田委員】  ナノでないということを、凝集している大きな粒子を測って、比表面積は別とし

て、どうして理解する。 

【遠藤委員】  いや、別にナノでないということを証明しなくてもいいわけです。少なくとも、こ

んなもんですよという。私たちが出したものは、ＥＵの基準であっても、ナノマテリアル

というふうにつけられればいいわけです。それがナノではないということはあえて言う

必要はなくて、少なくともその基準で判定ができるという技術があればいいわけです。

基準に対して判定ができるという。 

【松田委員】  よく分からない。 

【遠藤委員】  いや、何でナノではないということを証明しなければいけないんですか。 

【松田委員】  これ、何のために測定するんですか。 

【森座長】  遠藤委員、それは、我々、研究者の立場からいったら、みんなナノ粒子は言った

らいいじゃないかというけれども、多分、きっとレギュレーションがかかってくるんでしょ

う。やはりビジネスとしては言いたくないという方向へ走るかと。 

【松田委員】  それはそうです。ナノでないことを証明したいんです、簡単に。ナノでなかった

ら、リスクもないから、安全だから、この部屋へ入ってもいいですとか、これから生産を

続けてもいいというのを簡単にわかりやすくやりたいんです。ないということを証明した

いんです。 

【森座長】  ところが、どんなスキームもそうですけれども、あるということは簡単に証明がで

きるんです。ないということの証明をやろうと思うと、最後はＳＥＭ、ＴＥＭまでいかんと

だめだと。 

【松田委員】  そうですよね。 

【森座長】  ここにある材料がナノ物質であるかどうかということを見ようとしたときに、あると

なったらものすごく簡単な段階で終わってしまう。 

【松田委員】  １個見つけたら終わりじゃないですかね。５０個はまた別で、５０％は別ですけ

ど。 

【森座長】  だから、それは非常に要求がジレンマになっていると思うんですけれども。 

【熊本委員】  分散剤で分散して測ればいいじゃないですか。そうすると、それが使えるんで

すよ。産総研がおやりになったその技術が、世界にほかにないんですから。 

【松田委員】  これもやっぱり測定方法のツリーを見ていても、大きな粒子のツリー――ＢＥＴ

とか、これは別としまして――みたいに見えていて、それで、片や、中身はやっぱりナ

ノ粒子を測るんですよと。こっちではこう言っていて、こっちで言っていることと、こっち

の書いてあることと、こっちで書いてあることとか、何か相反することを言っているよう

に思えるんですけどね。本来なら、一番簡単なのは、簡単な手法で、これはもうナノ粒

子ではありませんと言える簡単な測定装置があれば一番いいんですけどね。 

【山本委員】  ありませんということを言うんですか。 

【松田委員】  どちらなのか。ありませんということを言うんですか。 
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【山本委員】  いやいや、松田さんに聞いているんですけど。そういう装置があればいいとい

う。 

【松田委員】  ありませんということは、軽々しくは言えませんね。 

【森座長】  ありますということは簡単に言えるということは、さっきから申し上げているんで

す。 

【松田委員】  小さい粒子が引っかかったら終わりですもんね。 

【森座長】  いやいや、そういう意味じゃなくて、いろんな測定方法でできますよという話をし

ているんです。 

【藤本委員】  だから、図１の右下のＥＵ定義ナノマテリアルに該当せずというところにいく最

後の関所にＴＥＭ、ＳＥＭがありますと。そのＴＥＭ、ＳＥＭの関所の前になるべく落とし

たいですねということですね。 

【森座長】  そういうことです。 

【松田委員】  それが大変ですね。 

【森座長】  だから……。 

【山本委員】  どちらかというと、より簡単に、ＴＥＭ、ＳＥＭまでいかなくても、ナノであること

が言える技術というような言い方が。 

【森座長】  いやいや、ナノであることは簡単に言えるんです。ナノでないことを言うのが大変

なんです。 

【松田委員】  そちらなんです。 

【山本委員】  そうすると、最終的には、藤本さんが言ったように、このＴＥＭ、ＳＥＭの最後の

関所になるということですか。 

【森座長】  そうです。 

【松田委員】  それを使わないでいきたいんですよ。 

【及川化学物質リスク分析官】  いやいや、使わないんじゃなんです。使わないんじゃなくて、

先ほど言った、１００個サンプルがあったときに、１００個全部ＴＥＭ／ＳＥＭをやらない

といけないというふうに持っていきたくない。１００個の中で１０個か２０個は、さすがに

ＴＥＭ、ＳＥＭじゃないとだめだという程度の絞込みができないか、そういうことです。 

【熊本委員】  産総研で開発された分散剤を使って、遠心機で振れば、よりいいじゃないです

か。 

【藤本委員】  それは何にでも使えるわけじゃなくて、材質によって。 

【山本委員】  産総研の技術は、有害性のためにやった分散の技術で、分散剤ももう１種類

とか２種類。たくさんある分散剤は、ほとんど有害性、毒性の強いもので、使えないん

です。だから、苦労したんです。その話はまた別なところだと思っています。 

 あと、松田さんが、凝集していて分散させるのもいろいろ大変だと。確かに分散剤が

あれば、ひとりでに分散するわけじゃなくて、いろんなジェットミルだとか、機械的な粉

砕とかを入れて分散させていくわけです。それはそれで、やっぱりいろんな困難だとか、
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時間とかかかるわけです。それを何のためにやるかというと、例えば、今の議論だと、

ＴＥＭとかにいくのを簡単にするために、そういう技術を選ぶかどうかという、そのバラ

ンスの話ですね。 

【松田委員】  そうです。 

【森座長】  藤本委員がおっしゃるように、一次粒子まで分散させて測りなさいということにな

ると、それはナノ粒子になってしまうんですよ。今ここにありきで。もちろん、完全分散

させたものがナノ粒子に該当しないというところまでできればいいですけれども、ナノ

粒子は凝集を必ずしていますから、難しい。分散技術を一生懸命開発したら、物質は

ナノ粒子ですよということをそこで証明していることになっていくことになります。 

【熊本委員】  それは５０％以下だったらいいじゃないですか、要は。 

【森座長】  ５０％以下でも、それはわからないんです。完全に分散しているって、どうして確

かめるんですかということです。そうすると、もうそれはＳＥＭ、ＴＥＭしかないというこ

と。 

【松田委員】  形を見たら一発ですからね。形を見ざるを得ないですよ。そこまで言うならば。

だから、それを１００個のうちの１０個ぐらいで抑えたいと。 

【遠藤委員】  ナノ粒子でないというものを分散しようとした場合には、１００ナノ以上なわけで

すよね。 

【森座長】  そういうこと。 

【遠藤委員】  それはナノ粒子に比べたら、比較的、どうですかね、分散からいったら。そうい

う点で言えば、いろいろ手を尽くしてやれる範囲ではないかなというふうに。 

【森座長】  僕が座長でその話をするとだめなんですけれども。やっぱり固結というんですか、

凝結しているのがいっぱいあるでしょう。そうすると、そうは簡単にいかないと。 

【遠藤委員】  凝結というのは、ここでいうナノ粒子に入れてしまうのですか。 

【森座長】  いや、どうするんですか。一次粒子、例えば、チタニアだとか、気相法でつくって

いるチタニア粒子は、数ナノが凝集していますよね。 

【大塚主幹研究員】  定義に入ります。凝結も、強い凝集ということで。アグリゲートが入ると、

ＥＣの定義はそうです。 

【遠藤委員】  例えば、凝結した状態で２００ナノですよというものも、すべて。 

【大塚主幹研究員】  構成している１個が１００ナノ以下であれば。 

【松田委員】  そうそう。 

【大塚主幹研究員】  先ほど熊本委員の比表面積の測定の位置づけ、定義で、ＥＣにおける

定義の位置づけでございますが、５番として、技術的に可能で、特定の法令で要求さ

れる場合は、第２点の定義――第２点の定義というのは、数基準で１００ナノ以下が５

０％ということですが――に適合しているかどうかは、単位体積当たりの表面積に基

づいて判断することができる。ある材料の単位体積当たりの表面積が６０平米／立方

センチメートルより大きければ、その材料は第２点の定義に当てはまるとみなされる。 



 21 

 さらに続いて、しかし、個数濃度のサイズ分布に基づいてナノマテリアルとされる材

料は、もしその材料の単位体積当たりの表面積が６０平方メートル／立方センチ未満

であっても、第２点の定義に適合するとみなされるというふうにあります。 

【熊本委員】  数が優先するということですね。 

【及川化学物質リスク分析官】  そう。 

【大塚主幹研究員】  はい。 

【熊本委員】  わかりました。 

【藤本委員】  ちょっと整理すると、ここでやろうとしている計測方法というのは、構成する粒

子の大きさが１から１００ナノメートルのものが個数濃度で５０％以上含まれる試料を

見つける方法をつくりましょうということですね。簡単に見つける方法をつくりましょう

と。 

【森座長】  ということでしょうね。 

【藤本委員】  だから、ＴＥＭ、ＳＥＭまでいかなくて済むように、もう必ずこれはナノ材料とし

て扱うべきだというのを先に決められる方法をつくりましょうと。 

【森座長】  そうですね。その測定状態が凝集していても構わないという。ただ、そのときに、

結果がナノ粒子ですよということになるかならないかと。ならなかったときは、ＳＥＭ、Ｔ

ＥＭへ持っていかないとだめということですね。熊本委員がおっしゃったように、それは

ある程度分散させないとだめなんですけれども、ＢＥＴである程度はふるいがかかって

きていますので、あんまり分散を問題にしなくてもいいのかなという気はしますけれど

も。 

【熊本委員】  先日、我々、ＪＣＩⅠと同じような、ドイツのＶＣＩというのがありまして、２月の国

際ワークショップに彼が来たので、西田さんと一緒に会ったんです。彼が言うには、や

はり彼らもかなりケアしているわけ。ＢＡＳＦ、バイエルがいるから。今ないというわけで

すよ。ＶＣＩがないと。要するに、ＥＵデフィニションは決まったけど、今ないんですと。だ

から、開発中ですと言っているわけ。あれはうそではないと思うんです。しかし、ＥＵは、

２０１４年にやると言っているわけです。見直して。そういう意味では、ものすごくビジネ

スチャンスではないかなと僕は思っています。この計測技術がないわけですから。ドイ

ツの連中がないというわけだから。これは非常に分散が難しいと、僕は、どういう効果

があるのかわかりませんけど、これがもし日本発の何か簡単にそれがわかるというよ

うなものが開発されたら、ものすごいビジネスチャンスだと逆に思います。 

【森座長】  あと、今まで発言していただいていない方で、いかがですか。計測の。 

【山本委員】  工業会でビジネスチャンスということでしたけど。 

【森座長】  ビジネスチャンスが言われて。 

【鷲尾委員】  いや、皆さんの意見を非常に興味深く聞かせていただいているんですけれど

も。 

 まず表面積でスクリーニングするという話についても、ある程度納得いけるところが
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ございます。どこかの資料にも見ましたけれども、表面積を測るときというのは、多くの

場合というか、ほとんどの場合は、乾燥状態にする、固体の状態、液相分散ではない

状態で測ることがほとんどですので、その状態で測った表面積というので、スクリーニ

ングという意味では使える方法ではないかとは思います。多孔性物質かどうかという

あたりが、ちょっと問題が残るところかと思いますけど。 

 そこでスクリーニングしたものと、あとは、液相分散というところへ持っていくときに、

先ほど松田委員もおっしゃったような、やはり分散というのが一番大きいような気がし

ています。今のところ、私どもでいろんな装置をやらせていただいていますけど、結局

は、そこのところでいつも、顕微鏡で見るにしても、粒度分布を測る装置についても、

答えが一致するしないという論議を結構頻繁にやらせていただくんですけど、一次粒

子を見ているのか、その手法によって見ていないのかというところがいつも分かれ目

になりまして、技術的には、ここまでまとめていただいている内容というのは非常によく

わかるんですけど、じゃ、現実に運用するときには、ＢＥＴで測って、粒度を測って、結

局、ＴＥＭで見るというところになるんじゃないのかなというので、今考えていますのは、

この会で、そのふるい分けというのができるのかなというのが非常に疑問に感じてい

ます。今のところの感想は。感想で申しわけないですけど。 

【森座長】  村上委員、どうですか。 

【村上グループリーダー（菊地委員代理）】  分析を受託する立場で言うと、やっぱりスルー

プットと違う手法を使ったときの結果の関係性というのは、ある程度整理をされていた

ほうが使いやすいだろうなということは思うので、そこが今回の議論の中で見えてくれ

ばいいなと思っています。もう少し手法の特徴というのは整理が必要なのかなというふ

うに思っています。 

【森座長】  すいません、スクリーニングまでなかなかいかなくて。機種の絞込みまでなかな

かいっていないんで、もうあと少しの時間なんですけれども。 

 皆さん専門家ですので、ざっと見ていただいて、図１の本資料の検討対象と書いて

ある、ここの部分にどのような測定手法を持ってくればよいかということが大分見えて

きたと思うんですけれども。結局、ここでナノ粒子だということが証明できる装置を持っ

てこないとだめだとなりますと、ちょっと残念な話なんですが、レーザー回折なんて無

理だということになってしまうんですね。小さいほうが測れない装置を持ってきて、それ

で小さいものがありますよということは言えないということになってくるのかなという気

がしますね、ここは。 

【藤本委員】  でも、例えば、５０ナノのものが支配的にありますというのがレーザー回折で

分かればいいわけですか。 

【森座長】  そうです。ただ、それがほんとうにどれぐらいの精度でもって言えるかということ

になりますね。 

【藤本委員】  精度を議論するということですね。 
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【森座長】  いや、それは後にしましょうか。今おっしゃっているように、１００ナノ近傍、ぎりぎ

りいっぱいだったら測れるかもわからないという言い方ですね。 

【松田委員】  近傍は測れます。 

【森座長】  それで、小さいほうはないのかと言われると、何も言えないということになると思

うんですよね。 

【藤本委員】  ナノ材料であるというのを証明するための計測法を選んでいるんですよね。 

【及川化学物質リスク分析官】  いや、そこは違います。本来、ナノ材料ではないということを

簡単に言いたいんですけれども。 

【藤本委員】  それは、最後はＴＥＭにいくしかないですね。 

【及川化学物質リスク分析官】  だから、言いたいんですけれども、ナノ材料ではないという

結論が、例えば、ナノ材料であるという結果が出なければ、ナノ材料でないと言えると

いうロジックが成り立つのであれば――のであればですよ――できるんですけれど、

そうすると、そうはいかないだろうから、ナノ材料であるという確認から、ナノ材料であ

るという確認がなされなかったものを、どのようにナノ材料ではないというところへ持っ

ていくかというところで。 

【藤本委員】  それで、ＥＵの定義を持ち出すのであれば、最終的にはＴＥＭしかないという

のは、多分、世界的なコンセンサスではないかと思うんです。 

【及川化学物質リスク分析官】  いや、だから、最終的にＴＥＭに持っていくことは否定されて

いないんですよ。 

【藤本委員】  そうですよね。そうすると、ここのワーキングでは、そのＴＥＭになるべくいかな

くて済むようにするという観点から考えると、初めにこれはナノ材料であるというのを証

明しちゃう方法があればいいということですね。 

【及川化学物質リスク分析官】  全部それで済むかどうかは別として。 

【藤本委員】  ＴＥＭをやるまでもなく、これはナノ材料であるというのは、言う方法はいっぱ

いあると思います。 

【森座長】  私も藤本委員と同意見で、それは証明できるし、そういうのもいろいろありますよ

ね。測定、ほんとうはこれは大丈夫とか、いろいろありますけれども、少なくともそれを

証明することはできるけれども、この物質は１００ナノ以下を含んでいませんよというこ

とを証明する装置というのは、多分ないと思うんですよね。 

【藤本委員】  しかも、それが一次粒子としていますから、これはもう。 

【森座長】  だから、凝集しているかどうかということの判断というと、やっぱりＳＥＭ、ＴＥＭま

で持っていかないとわからないわけですから、それはないと思うんです。 

【及川化学物質リスク分析官】  もう一つの議論としては、ＳＥＭとかＴＥＭを使ってナノ材料

ではないということを検証しようとすると、具体的にどういう手順で、どんなデータ解析

しないといけないか。そのデータ解析の個人差がすごく大きくて、やった人によって答

えが変わってくるという話になってしまうと、実務的に役に立たないから、そうならない
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ようにするにはどうしたらいいかという改善策を考えてみるというような議論はあるか

もしれないです。 

【藤本委員】  それはものすごく大変なというか、大事なところで、多分、ものすごい検証作業

が必要になるんですね。プロトコルを決めていくとき。 

【及川化学物質リスク分析官】  素人的に考えると、そもそもＳＥＭとかＴＥＭの写真って、サ

ンプル全体のどの部分を見ているか。その見ている部分がサンプル全体を代表して

いる代表性が統計的にどの程度あるのかという議論がまずありますよね。それと、凝

集粒子と一次粒子の関係から言うと、何かごちゃっと写っている粒子の中で、どれが

一次粒子で、どれが凝集粒子かという視認による識別もしないといけないという話が

あったりもするので、そういうような作業を個人差が出ないようにやるとしたら、どういう

対応があり得るのか。 

【藤本委員】  それもここでやるんですか。それは大変です。 

【及川化学物質リスク分析官】  いや、それは違う。そこの各論をここでやろうとすると大変な

んで、少なくとも考えないといけない点は、こういう点を考えないといけない。将来的に

考えられる対応の方向としては、こういう方向があるのではないかという。例えば、コ

ンピュータソフトをつくって、それに画像解析をやらせるとか。簡単に言うけど、そんな

簡単にできないと思いますけど、方向性は議論できると思います。そっちの議論をや

るという選択肢は一つあるんですよ。 

 要は、ＴＥＭ、ＳＥＭを完全に避けることはできないとはいえ、ＴＥＭ、ＳＥＭさえやれ

ばほんとうにわかるのか、それを信頼できるのかという議論はあると思うんです。１００

個のうち５つや１０はＴＥＭとかＳＥＭをやってもいいんだけど、個人差が大きいから、

僕がやったのではだめだけど、藤本さんがやったのならいいとか。 

【藤本委員】  人によって違いはあると思うんですけど、私、ちょっと試したことがあって、同じ

写真をぱっとみんなに配って、これで測ってくれと。１０％ぐらいずれるんです。ＴＥＭも

そういうところがあって、いかに画像解析をするか。そもそもどうやってサンプルを調整

して、どういう条件で測定して、どういうふうに処理するか、こういう形で使っていくには、

その辺を全部固めないといけなくて、それは多分ものすごい検証作業が必要になるこ

とだと思いますね。 

【及川化学物質リスク分析官】  それで、若干脈略は外れるかもしれませんが、多分、企業

サイドから見てみると、本来ＥＵの定義に該当するかしないかの判断がきちんとできれ

ば、ナノでないということを言ってもいいはずなのに、変な結果が出て、ナノだよねと言

われてしまうような状況に陥りたくないというのがまずあるわけです。 

【藤本委員】  そういった観点で考えると、ＴＥＭのほうをやらざるを得なくなって。 

【及川化学物質リスク分析官】  かもしれません。一方で、一般人の感覚から言うと、いや、

そういう誤差もあるかもしれないけど、むしろ心配なのは、本来ナノだと見るべきもの

が、ナノじゃないという結論になって、見逃しになるようなことがあっては困るという、多
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分、逆の方向の心配事が出てくるんで、そこがうまくバランスして、合理的な結論が出

せるような計測ができますかということを考えてみた場合に、やはり最後の最後はＴＥ

Ｍ、ＳＥＭしかないんだよねということで、途中までのふるい分けの議論で、全くないわ

けではないんだけど、ほとんど有効な手段はないということであれば、ＴＥＭとかＳＥＭ

をやったとしても、先ほど申し上げたように、企業側から見た心配とか、一般人から見

た心配が出るんだよねという問題があるんだったらば、どういう問題があり得て、対応

の方向として何が考えられるかというあたりを議論するというのが、議論の焦点かもし

れないです。 

【藤本委員】  それ、ＥＣの定義から今度外れて、安全・安心のほうの話を今おっしゃってい

るんですか。 

【及川化学物質リスク分析官】  いやいや、ＥＵの定義との関係で。 

【松田委員】  後者はそうですよね。 

【森座長】  だけども、今おっしゃっているのは、何も安心・安全だけではなくて、ＥＣの定義で

やった場合に、ちゃんと測れていますかという。 

【藤本委員】  ＥＣの定義は非常にクリアではないですか。大変だけれども、定義としてはクリ

アですので、それを満たすか満たさないかというのは、幾らでも考えている。それが、

コストはどうこうというのは置いておけば、幾らでも考えることはできますね。 

【森座長】  そうそう。それは最後のＴＥＭになればできます。 

【藤本委員】  先ほど分析官がおっしゃったような、一般の人が安心かどうかというところまで

踏み込むとすると、リスクの話が入ってきてしまうので、また別で。 

【及川化学物質リスク分析官】  いやいや、リスクまでいく話ではなくて、要は、材料とか製品

を供給する側から見てみると、本来該当しないものが該当するかのように受けとめら

れるような計測結果が出るようでは困るというのがあるわけです。一般の人から見る

と、本来該当するはずのものが該当しないかのような結果が出るような計測方法でも、

これまた困るという話があって。 

【松田委員】  両サイドありますね。 

【及川化学物質リスク分析官】  したがって、最後の最後はＴＥＭとかＳＥＭを使わないといけ

ないとしても、逆に言うと、ＴＥＭとかＳＥＭさえ使えばちゃんと結果は出るんでしょうね

というところをきちっと押さえないといけないのではないですかと。そうすると、個人誤

差なんかが非常に大きいみたいな話があったりするんで、ＴＥＭとかＳＥＭを使って定

義該当性を決めようとしても、凝集体とか一次粒子の議論なんかもあるものだから、

単に使いましょうと言っているだけでは、現実的にきちんとした結果が出ないとすれば、

どういう点に注意しながらデータ処理なり何なりやっていったらいいかとか、少なくとも

ＴＥＭとかＳＥＭを使いながら考えないといけないことは何であって、それはどういう方

向で考えていく必要があるのか、今それができるのか、それとも、今後の研究なり開

発を待っていないと、なかなか今の段階のノウハウでは十分やり切れないのかという
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あたりを整理してみる必要はあるかもしれないです。 

 あるかもしれないですねと申し上げたのは、スクリーニングして１００個を１０個か２０

個に減らすというのはなかなかできそうもないなという話がほとんどなものだから。 

【藤本委員】  減らすというのは。 

【及川化学物質リスク分析官】  その１００のサンプルのうちで、ＴＥＭとかＳＥＭまでわざわざ

やって、定義に該当するとかしないとかいうことを言わなくても、最後の最後にＴＥＭと

かＳＥＭまでやる必要が出てきてしまうサンプルが、１００個のうちで１０個か２０個ぐら

いに絞れればと。 

【藤本委員】  だから、ほかの方法で、これはナノ材料だと明らかに推定できる方法をつくれ

ば、数は減りますよね。 

【及川化学物質リスク分析官】  そうですね、多分。 

【熊本委員】  例えば、企業がいろんな製品を開発するときに、たくさん開発しましたと。そう

すると、ＴＥＭまでいかないにしても、要するに、開発段階でこれはほとんど商売でＢｔｏ

Ｂで売れるほうの精度はないにしても、もう７割ナノだとわかったら、多分、スクリーニ

ングからやめるわけですよ。企業は切っちゃうわけ。だから、そういうニーズはありま

すよね。簡易なナノであるということを……。 

【藤本委員】  ナノ材料であるというのを推定するのは、あるいは証明する方法は、それはい

ろいろあるでしょうね。それは、先ほど森先生もおっしゃっているところでございます。

ないというのをやるのは、それは最後はＴＥＭしかないですよねという話。 

【及川化学物質リスク分析官】  そうすると、ナノ材料であることを検証する方法としては、こ

ういう方法があるよという整理が１つあるわけですよね。一方で、ナノ材料ではないの

ではないかという点を検証しようとすれば、現時点の使える技術はＴＥＭとかＳＥＭし

かないと。ただし、ＴＥＭとかＳＥＭについては、使用者の個人誤差がすごく大きく出る

ような問題があるんで、ＴＥＭとかＳＥＭでデータをとって、データを解釈しようというと

きは、少なくともこういう点に注意をして対応しなくてはいけないとか、あるいは、それ

を人手をかけて一々やっているんだと、もう大変でたまらないから、今後、自動化なり

何なりの手順の合理化を目指して研究なり開発を進めていこうとすると、こういう方向

ではないかみたいな、留意点とか方向性みたいなものを整理するというところまで議

論が整理できれば、結論がナノだよという結論でよければ、この方法で検証できるよと

いう方向性と、ＴＥＭとかＳＥＭを使うんだったら、こういうことをやってというのをはっき

りすることができるから、それはそれで一定の答えになるような気がするんですが。今

日の議論って、とどのつまりはそこにいくんではないかという気がするんですけど、ど

うでしょうか。 

【森座長】  分析官おっしゃるとおりだと思います。上で計測で測定できるのは、多分、ナノ粒

子だということは証明できるという測定はできるでしょうけれども、ではないということ

は難しいということになりますね。 
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【松田委員】  だけど、ヨーロッパのＲｏＨＳ規制の中で今挙がってきているというのは、要す

るに、ナノ物質でないということを言わないといけないんですよね。 

【及川化学物質リスク分析官】  いやいや、ナノ物質に該当するんだったらば、一般の化学

物質に関して、いろんな情報を出したり表示したりとかいう、いろんな義務が発生する

わけです。だから、ナノ物質に該当する場合は、既存化学物質であっても、結構いろ

んな手続とか、データを出したり書類を出したりとか、管理が面倒くさいという話があっ

て、場合によっては、たまたま有害性が結構強く出ちゃうような粉体材料なるものが、

化学式は既存化学物質なんだけど、ありましたという話になると、ひょっとすると使用

制限物質とか、そっちにいく可能性もありますので。 

 従来化学式だけから言えば、別に大したことではなかったんだけど、超微細な粉体

になると、やはり有害性の出方がちょっと違うんですみたいな評価に乗っけないといか

んという話になってくると、やはりいろんな意味での規制がどんどん出てくる可能性が

あって、本来そういうものに該当しないことが言えるんだったらば、該当しないというこ

とを明らかにして、商品として売ったり使ったりするというふうにしていかないと、だれも

買わないし、だれも使わないという状況になる可能性があるということになる。だから、

サプライサイドから言えば、本来該当しないものは、該当しないことを明らかにしたい

し、一般市民から言えば、本来該当するはずのものを見逃さないようにしてもらいたい、

そういうことです。 

【森座長】  議論が尽きないんですけれど、予定の時間がもうとっくに過ぎちゃっているんで

すけれども。 

 今日の資料３のスケジュールを見ますと、検討項目の抽出までしましょうということに

なっていて、この検討項目というのは、どういう測定法、分級法がいいでしょうかという、

資料４の表１だとか表２の絞込みというんですか、それに対する議論を本来すべきだ

ということだったんですけど、それができていないんですね。 

【及川化学物質リスク分析官】  はい。それで、すいません、さっき資料３で、第３回、５月と

いうふうに書いてあるんですが、今日の議論を踏まえて、第３回をもうちょっと早目に、

今日の続きということで、４月後半ぐらいをめどに急遽追加開催ということにさせてい

ただきたいと思います。それまでに、今日の議論を踏まえて、もう一度、資料４をめぐ

る検討の方向を整理をさせていただいて、また委員長ともご相談の上、続きの議論を

第３回でやりたいなと思います。 

【藤本委員】  いいですか。ちょっと希望なんですけれども、そのときに、ＢｔｏＢというのがや

っぱり非常に重要な項目として入ってくると思うんで、メーンの項目として入ってくると

思うんで、実際、今どういうことをやられているのかという調査をぜひ入れていただき

たい。 

【及川化学物質リスク分析官】  わかりました。それでは、調査の対象とする物としては、一

応私が念頭に置いておりますのが、炭素系としては、フラーレン、カーボンナノチュー
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ブ、カーボンブラック、それと、既存化学物質系では、酸化チタン、酸化亜鉛、非結晶

シリカ、プラス、多分実態はないと思うんですが、もし何かプラスがあるとすれば、ナノ

銀。 

【松田委員】  銀もないですかね、これ。 

【及川化学物質リスク分析官】  ただ、銀は、ほとんど生産実態はないんですよ。 

【松田委員】  日本ですか、韓国？ 

【及川化学物質リスク分析官】  日本で。いわゆるプリントエレクトロニクスに使うナノ銀イン

クぐらいしか銀そのものとしては生産実態がなくて、数量から言うと、やっとトン単位に

なったという程度の数量だと聞いているんで、ナノ銀の計測の実態まで果たしてうまく

整理できるかどうかわからないものですから、さっき申し上げた炭素系と既存化学物

質系の幾つかについて、可能な限り、今の材料メーカーのサイドの計測実態でどうな

っているかというあたりをご紹介できるように整理したいと思います。 

【森座長】  ありがとうございます。それはぜひ、助かりますね。我々も、どういうものを推奨

するかというときに参考になると思います。 

 それでは、そろそろ終えたいと思うんですが、何か皆さんから特にご意見はございま

せんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、事務局のほうか。 

【大塚主幹研究員】  結構です。先ほどで言われましたので。 

【森座長】  そうですか。 

 それでは、今、次は４月の中旬から下旬あたりというところで調整をさせていただい

て、またお集まりをいただくということになろうかと思います。 

 今日はほんとうに時間を過ぎましてですけれども、どうもありがとうございました。こ

れで閉じたいと思います。 

【及川化学物質リスク分析官】  ありがとうございました。 

 

以上 


